
この会議録は事務局において発言の要旨をまとめたものです。 

 

第１回 特別区制度調査会 会議録（平成 15 年 10 月 16 日） 

 

１ 挨拶 

 開会に当たり、財団法人特別区協議会理事長の室橋昭江東区長が挨拶を行っ

た。 

 ただいまご紹介をいただきました室橋でございます。本日ここに、特別区制

度調査会の発足にあたりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

 皆様には、日頃ご多用なお立場におられるにもかかわらず、委員の就任をご

快諾をいただきまして、心から感謝し、厚く御礼を申し上げます。また、本日

は、諸事お繰り合わせの上ご出席を賜りまして重ねて御礼を申し上げます。 

 既にご承知のことと存じますが、特別区は、平成 12 年度から首都東京の基礎

的な地方公共団体として、法律上の明確な地位を確立いたしたところでござい

ます。こうした改革の背景には、戦後半世紀に及ぶ諸先輩方の粘り強い運動の

歴史があるわけでございますが、とりわけ、故辻清明先生を会長とする「特別

区政調査会」からいただいた「『特例』市の構想」という大きな存在があったこ

とを私たちは忘れることができません。また、大森彌先生には、思えば昭和 49

年の「辻調査会」発足以来、様々な場面で一貫して特別区の自治権拡充にご尽

力をいただいてきた訳でございまして、重ねて心から感謝申し上げる次第でご

ざいます。 

特別区は、大都市制度である「都制」の「基礎的地方公共団体」に位置づけ

られたわけでございますが、一方で、いわゆる「地方分権一括法」も同じく平

成 12 年４月に実施され、現在、国、地方を通じた構造改革や地方自治制度のあ

り方をめぐり、広域自治体と基礎的自治体の新たな役割や事務の再配分などが

議論されてございます。このような状況の下で、当財団は、社会経済構造の激

変期に当たる今日、地方分権社会を基軸に大都市制度等に関する調査研究を充

実させ、社会に発信していくことが、公益法人としての責務と考えております。

そして、特別区長会からも、改めて分権時代における今後の「特別区のあり方」

について、お手元の資料にありますような調査研究依頼を受けましたことを契

機に、「特別区制度調査会」を立ち上げ、検討をお願いすることになった次第で

ございます。 

 ところで、私事に及びますけれども、本年４月、鯨岡兵輔元衆議院副議長が

他界されました。思えば、鯨岡先生は、戦後、特別区自治権拡充委員長、初代

の委員長として特別区の自治権確立に奔走され、運動の拠点としての特別区協

議会設立の礎を築かれた方でございます。私は、その鯨岡先生の志に共鳴し、
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先生を師と仰ぎながら、昭和 38 年から江東区議会、東京都議会、そして江東区

長と、常に都区制度改革に関わり、また、特別区の自治の有り様を考え続けて

きたつもりでございます。この機会に、そのことを申し述べ、皆様方のご協力

を仰ぎたいと存じる次第でございます。 

 第一に、都区制度は始まったばかりであるという思いがございます。戦前の

「都制」施行は、言うまでもなく戦時体制の中で東京府と東京市を廃止して国

家体制の帝都建設を目指すものでございます。これに対しまして、戦後改革で

目指した「都区制度」は、個々の区を「基礎的地方公共団体」と位置づけ、大

都市地域における「住民自治」を保障すること、即ち、地方分権の徹底にあっ

たと思っています。特別区は、今回の改革により、半世紀遅れてやっと出発点

に立つことができた。そういう意味で都区制度が始まったばかりであると申し

上げた次第でございます。 

 第二に、今回の改革の意義を改めて検証する必要がある、という思いでござ

います。今回の改革は、戦後数次にわたり行われてきた改革の集大成であると

思っております。特別区が戦後一貫して求めてきた自治権拡充運動の真髄は、

大都市東京における都区の役割と責任を明確にし、政治や行政を住民の身近に

引き寄せることであったと思っております。新たな制度は、スタートしてから

３年と数ヶ月が経過したに過ぎませんが、特別区の今後のあり方を考えていく

に当たりましては、長年にわたる法改正運動によってようやく実現した現行制

度を、第 22 次地方制度調査会が到達した結論も含めてまして、地方分権、特に

住民自治の視点から検証する必要性があるのではないかと思っております。 

 第三に、国土の１％に満たない地域に８百万人を超える人々が生活する「東

京 23 区」について、これまで「住民自治の視点」からの研究が十分になされて

きたとは言えないのではないかという思いがございます。確かに、政治・経済・

文化の世界で「東京」の文字が踊り語られることはありますけれども、実は、

昭和 18 年の都制施行以来、「東京」という地名も町名も存在しないのでござい

ます。あるのは府県である「東京」都だけで、象徴的な事例を挙げれば、日本

の首都「東京」は世界に認知されていながらその実態となるとどこを指してい

るのか、例えば、多摩の市町村も含まれるのかという実に曖昧なままであると

いうことでございます。大都市制度としての 23 区という個々の基礎的自治体の

存在は、もっと研究されるべきではないかと思っております。 

 第四に、東京の将来を望むとき、成り立ちや沿革から、自由であり得るのか

との思いがございます。23 の特別区は、今も昔も決して一様ではなく、それぞ

れの成り立ちや沿革を有しております。しかし、それぞれ、協力し合いながら

共にこの東京を創り上げてきたことも事実でございます。 

 一方で、今回の改革は、「大都市の一体性及び統一性の確保の要請に配慮しつ
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つ」も個々の区の自律性・オートノミーを制度的に強化するものでございまし

た。そこで、「大都市行政の一体性」とは何か、の検証が必要であると同時に、

個々の区の自律的な協調・連携によって、共に大都市「東京」の住民生活を豊

かなものにしていく仕組みを、住民自治の視点から特別区自身の手で再構築し

ていくべきではないのかとの思いを持っております。 

 最後になりますが、かつて制度改革の運動のなかで、個々の区を個性ある 23

色の絵の具に例えたことがございました。私も、個々の区がいきいきと己を主

張し、互いに競い合いながら、しかし、相互理解と協調もしながら、そんな素

晴らしい絵画がこの「東京」というキャンバスを舞台に繰り広げられることを

都市住民のために願っている訳でございます。そのためにも、皆様方のお力添

えをいただき、新しい大都市自治制度のイメージを内外に示していけたらと

思っております。 

 以上、少々考えることを述べましたけれども、特別区長会の研究会におきま

しても特別区のあり方について分科会を設け、研究を今行っているところでご

ざいます。また、それぞれの区長さんにも様々なご意見があろうかと存じます。

いずれ節目には、区長会との意見交換の場も作っていただければと思っており

ます。 

 今日、基礎的自治体になったと同時に分権改革の真っ只中に立たされた 23 の

特別区が、真に住民自治の砦として機能していくために、重い責任を果たさな

ければならない訳でございます。どうか委員の皆様方には、ご専門の立場から、

あるいは広い立場から、ご意見とご提言を賜りますようお願い申し上げて、ご

挨拶といたします。 

 

２ 特別区制度調査会委員について 

 事務局から特別区制度調査会委員及び特別区協議会の役員の紹介が行われた。 

 

３ 会長の互選について 

 大森委員が会長に選出された。 

○会長 一言ご挨拶申し上げます。私が、特別区政の問題について、「区制」で

はございません、「区」と政治の「政」と書きますが、都区制度をどういうふう

に改革するかを検討しまして、特別区政のあり方についてお手伝い申し上げま

した当時、30 歳前半でございました。私の恩師は、辻清明先生でありまして、

先生から手伝えとのご下命がございまして、素直にお手伝い申し上げた訳です。

私には、もう一人事実上地方自治の恩師がおりまして、高木鉦作先生ですが、

私といたしましては、このお二人のお手伝いをするようなかたちで、一連の作

業をさせていただいたと思っております。ですから、もう四半世紀前というこ
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とになります。その成果の一つが、かぎ括弧付の「特例」市という構想でござ

いまして、これがある種の縁となりまして、今回の一連の、平成 10 年の改革に

連動したと思っている訳です。 

幸か不幸か、今回この特例市という言い方が国の方の新しい制度になってし

まいました。当時は、かぎ括弧で「特例」なのですが、私どもが分権改革で一

連の作業を行った時に、できれば都道府県の仕事を市町村に降ろしたいという

ことが総理のご意向でございましたので、各省と掛け合って、やっと 20 万以上

の都市について一定の分権改革が進むという体制で作り上げられて命名された

のが、実は特例市でございまして、したがって、特例市はとられてしまった。

はなはだ残念だなと思っているわけです。 

なぜそのようなことを申し上げたのかといいますと、ご案内のとおり現在第

27 次の地方制度調査会が検討を進めておりまして、４月 30 日に中間報告が出て

います。そして、まもなく最終報告が出る予定でございますが、中間報告を見

ますと、この中に大都市のあり方についての項目がございます。意図的だと私

は承知しているのですけれど、すっぽりと都区制度がない。国の方で現在検討

しています大都市制度は、政令市、中核市、特例市の特則と、それと都道府県

の関係をどうするかという議論でありまして、都区制度については全く検討が

無い。むしろ複雑な仕組みでございますので、一様には扱えないとのご判断で

はないかと思っていますけれども。 

しかし、我が国の将来の大都市制度を検討する場合に、この都区制度の行方、

都区制度のあり方抜きには、私は十分な検討が行われないのではないかと見て

いるのです。しかし、今回の第 27 次の制度には間に合いませんので、できれば、

次回には、是非とも都区制度を取り上げてもらいたいと私自身は個人的に考え

ているわけでございます。 

 もう一つ、今全国の市町村が合併の嵐に遭遇しておりまして、苦しみ続けて

いるのが実態でございます。これも幸か不幸か、23 区はほとんど無風状態でご

ざいまして、外から見ると幸せな方々だなあと申し上げたい訳ですが、しかし、

これがずっとこのまま続くかどうか。大きな地方自治の大編成が起こっている

時期に、23 区だけがその外にいられるだろうか。考えますと、この大きな時代

の転換の中で、都区制度のあり方、なかんずく、住民に最も身近なこの区政の

あり方について、どのように今後考えていけばいいのか、当然ながら間もなく

区長会の皆様方も本格的に検討を迫られるような、そのような事態を迎えるの

ではないかと私は観察している訳であります。どのくらいのことまで意見を言

えるのかどうかよく分かりませんけれども、私は、自分の経験でも、今回のこ

の顔ぶれを見ていただくと分かるのですけれども、できるだけ若い方々、30 代

40 代の若い方々にこの都区制度についての関心を持っていただいて、ここでこ
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の皆さん方の将来の問題としてもこの問題を手がけてほしいということであり

ます。したがって、主として若い方々がこういう席に列席されているのは、私

の若い頃の経験でございまして、たぶん事務局もそういうご意向で若い方を迎

えたのではないか。私から申し上げるのは、はなはだ僭越ですけれども、若い

方こそ将来を担う方々ですので、温かい目で激励を賜りたく、私からお願い申

し上げたい。 

 先ほど、理事長さんから、お話ございましたように、当面、今回の 12 年改革

の後の特別区についての実態、これを正確に把握して、そこでどういうことが

行われ、どういうことが問題点であったかという宿題を私どもはいただいてい

ると思っています。けれども、いろいろ時節柄何が起こるかわかりませんので、

先ほどのお話にございましたように適宜区長会の皆様方との懇談の場を設けさ

せていただいて、忌憚の無い意見の交換をさせていただきながら、議論をして

いってはいかがかと思っていますので、その点もよろしくお願い申しあげたい

と存じます。そのような思いでございます。 

私としては、もう間もなく千葉大学を、定年を迎えまして、これも変な奇縁

ですけれど、現在の市町村の合併特例法が平成 17 年、2005 年３月に終わるので

すが、この３月をもって私は国家公務員というか、大学教授を終わるという、

非常に不思議な奇縁に遭遇しておりまして、私もそろそろ第一線から退く、退

かなければいけない、そういう年齢でございますけれども、いままで都区制度

に関心を持っていた一人としては、できればこの問題について新しい展望を開

くようなところまでは何とかお手伝いを申し上げられればいいなあという思い

です。私としては、恩師の強い特別区についての関心を引き継ぎたいという思

いでございますので、そして、ここに並んでいる若い方々がその後を引き継い

でいただければいいかなあというそのような思いでございます。少し長くなり

ましたけれど、私の挨拶はこれで終わります。よろしくお願いいたします。 

 

４ 職務代行者について 

 調査会の設置規程の第５条第３項の規定により、職務代行者として磯部委員

が指名された。 

   

５ 区長会からの調査研究事項について 

 事務局から調査研究事項について次のように説明が行われた。 

○それでは、お手元に資料２「特別区長会依頼事項、制度改革後の特別区のあ

り方について」という資料がお配りしてございます。ここにあります「制度改

革後の」とございます「改革後」とは、ご案内のとおり平成 10 年の自治法改正

による都区制度改革を指してございます。この改革は特別区にとりましては、
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これは正に半世紀に及ぶ悲願達成という大変大きな意味を持つ改革でございま

す。また、都区制度という大都市制度の枠組みとして見た場合には、戦後数次

にわたって行われてまいりました改革のいわば集大成であるというように言わ

れております。 

 そしてこの改革は２年の経過措置が置かれて、平成 12 年４月に実施されたと

ころです。その間に先ほど理事長の方からお話のありましたように地方分権一

括法が成立し、その実施も同じく 12 年４月となっております。したがって、明

治維新、戦後改革に次ぐ第三の改革といわれております今次の地方分権時代を

特別区が同時に迎えた、このような背景でございます。 

 その趣旨とあるところの最後の段落にございますように、現在の大きなうね

りの中で特別区が３年しか経過しておりませんが、住民に第一義的に責任を有

する自治体として、将来を展望し、改めてそのあり方についての研究をお願い

したいというのがこの趣旨でございます。 

以降に調査対象項目の例示とございますが、あくまでも例示でございまして、

このようなことが想定できるのではないかということで、区長会でご検討のう

え、お示しいただいたものでございます。 

 一つ目は分権時代における都制度と基礎的自治体としての特別区の検証でご

ざいまして、まさに都制のいわばリエゾンデートルといわれております究極の

アイテムが首都制、大都市行政の一体制と言われております。これを検証する

ということでございます。また、他に類例のない東京のような大都市におきま

す実態とあり方というものを住民自治の視点から検証、整理していただきたい

という趣旨でございます。 

 ２番目でございますが、そうした検証を土台にして個々の区のいわば自律性

オートノミーや、更にインディペンデンシーと広域行政との関係、この広域行

政には共同処理事務のような区々間のことだけではなく、都が担う市の事務と

いう分野も含んで、そうした大都市における広域行政のあり方についても検証

していただきたいというものでございまして、例えば、競争と協調といった自

治のしくみに関わる問題や受益と負担という大都市財源の有り様というものを

めぐる課題などを例示してございます。 

 最後でございますが、以上のご議論を通じてということになると存じますけ

れども、先ほどの理事長のご挨拶でございましたように、個々の区が住民のた

めに互いに競いながら相互理解と協調に満ちた自治が展開されるような、その

ような新しい大都市自治制度のモデルをご提示いただければ、と願っておるの

でございます。 

 なお、今後国や都の動向によりましては特別区のあり方に関連いたしまして

緊急にご議論やご意見をお願いすることもあるいはあるのではないかと考えて
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おります。その節にはどうか柔軟な対応をお願い申し上げたいと思います。簡

単ではございますが、以上で依頼事項の説明を終わらせていただきます。 

 

○会長 私どもに与えられている課題はたいへん大きくなっていると思います

ので、具体的な議論、これをどのように理解し、どのように議論するかにつき

ましては、次回にさせていただきます。 

 本日、少しお諮り申し上げておかなければいけないと思います。それは、任

期が２年となっているものですから、そう致しますと、今のお話のように突然

緊急案件がでてくるかもしれませんので、そのときはそのときで区長会の皆様

方ともご相談しながら何かものを言わなければいけないかもしれません。そう

いうことで言いますと平成 17 年の 10 月つまり２年後には、一定の私どもの研

究成果をお示しするということになるものと考えております。 

 それから、現在の委員のメンバーが９人ということでございまして、なかな

かお忙しい方々にお願いしてございますものですから、全ての方々が毎回全員

出席するということはなかなか日程調整上難しゅうございます。当面、このメ

ンバーで２回ほど全体会を開催させていただきまして、今ご依頼いただきまし

た事項につきまして、少しいろいろとざっくばらんに意見交換をさせていただ

く。そして少しおいて、あるいは検討すべき事項について一定のある種の大き

な方向性みたいなものをみんなで共有させていただく。それをできれば、小委

員会を作って、そこで内容を詰めていただいて、その内容が一定程度詰まりま

したら、こちらの本委員会の方に報告をしていただいて、更に内容を詰めると

いう手順でさせていただければ思っております。 

たぶん、任期が２年間でございますので、その途中のある時期に中間的なま

とめを出させていただいて、それを基にして最終的な報告を取りまとめさせて

いただくような手順になるのではないかと今のところは想定しております。こ

れについても、またご相談させていただいて、本日のところは、そのようとこ

ろで一応ご了解いただければと思っています。 

 それから、小委員会の設置でございますけれども、小委員会は規程の中にご

ざいまして、小委員会を置くことができるということになっております。そし

て、その小委員会は、構成・委員は調査会の方の承認をもって会長が定めると

いうことになっております。２回ほど全体会をいたしますので、私としては、

小委員会の顔ぶれ等については次回にお示しいたしたく、本日はこの程度でご

了解いただければ、と思っています。 

いろいろ検討すべきことを相談しつつ、小委員会の方で検討させてもらうと

いうことでよろしゅうございますでしょうか。私といたしましては、年配の方

を排除するつもりはございませんけれども、できるだけ若手の皆さん方に、少
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し頑張っていただいて、検討を進めていただいてはいかがかと思っていますの

で、この点もご相談申し上げたいと思っております。 

 それから、もう一つ、時節柄、この調査会は、現在の都区、なかんずく特別

区制度についてのあり方を検討しますものですから、いろいろご関心の向きも

おありだろうと思っていまして、この調査会で行う議論、情報というものをど

のように世の中に出していくかという事についても一応皆さん方の了解事項に

しなければいけないと思っています。 

例えばこの調査会の会議そのものの公開をする場合には、一般的には、いろ

んな区民の皆さん方がお見えくださるよりも、たぶん、報道機関の皆さん方に

公開することも一つの会議の公開のやり方でございますし、例えばそういう会

議の公開をどうするか、それから会議録をどの段階でどのように出すか、この

事務局にはホームページがございますので、整えば何時でもホームページでこ

の会議の様子を世間に伝えることができると思ってますので、そのように一般

的にこの調査会の活動に即して情報の開示公開というものを、どのようにすれ

ばいいかについて、次回に、私としてはお諮り申し上げたいと思っております。 

 委員の皆様方も次回に、小委員会の立ち上げと、情報の取扱いについてお諮

りしたいと思います。 

 

○会長 先ほどもございましたけれども、節目節目で、事務局を通じてお打ち

合わせをしながら、適宜意見の交換などをさせていただければと思っておりま

す。とりあえず、今後の扱いについては以上でございます。 

若干時間がございますので、先ほどの私どもに頂いている検討事項の提示に

ついて、ご意見あるいはご質問があれば、どうぞ。 

 ここに述べられているいろいろ文言の一つ一つについて、たぶんお聞きにな

りたいと思うのですけれども、それでは、議論になってしまいますので、次回

に回したいと思います。事務方のほうは、少し区長会の皆さん方のご意向も解

して、ここで述べられている概念について、このような心づもりであるという

ことを少し伝えていただくと私どもとしては議論しやすいと思っています。首

都制というのは、今まで議論されたことがございませんから。 

 

○先ほどの理事長さんのほうから、辻清明先生の第１回の調査会の話がありま

したが、あの当時、区長会は、昭和 27 年以来内部団体になっていた特別区を独

立させるということでは、堅い共通の意識を持っていたと思うのです。今回の

調査会が、あの当時と同じくらいの何らかの成果をあげようとすると区長さん

全体が何を共通の認識としてお持ちになっているかということを、我々の方が

正確に把握しないと難しいと思うのです。ですから、区長会とこの調査会との
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間のいろいろな意見の交換といいますか、少なくとも区長さんが共通に持って

いるものは何かということを把握しないと、調査会の検討結果ができてこない

のではないかと思っているということを最初に申し上げます。 

 

○今すぐということではないのです。区長さん方も、どんな成果が出てくるの

だろうと思ってらっしゃるだろうと。ある意味では、区長さんにどういうふう

な将来をお考えになっているのかということを我々の方が正確に把握していか

ない限り、なかなか議論をしても宙に浮いてしまうのではないかというふうに

思います。例えば大森先生からいろんな突発事項が起こるという可能性がある

かもという話がありましたけれども、私は、やはり道州制という問題が一番大

きいと思うのです。道州制が起ったときに、区長会はそれに反対できるか。反

対しないとすると大都市事務は、東京都がやっているのは、誰がやるのか。広

域連合でやるのかまたは州がやるのか。場合によっては、もう財調制度が無く

なってしまうかもしれないという事態がいつ起ってくるかということを区長さ

ん方、ちゃんと念頭にお持ちになっているか。そういうことをお持ちになって

いるという共通認識がないと、我々がどこまで検討していいのかわからないと

いう、そういったような区長さん方の考えの根底にある基本的なことをやっぱ

りつかんでおかなくてはと思っております。 

 

○私は、特別区政懇談会でご一緒させていただきました。今日、資料の依頼事

項のところにありますように、平成 10 年の法改正により 12 年４月に地方自治

法に基礎的地方公共団体と位置づけるということで、その中で一つ大きいのは、

清掃行政の都から区への移管の問題です。私もごみリサイクル問題に関係して

いますので、それに関していろいろコミットさせていただいたのですが、既に

2000 年４月から実際に区に移管されているわけです。ごみリサイクル問題を取

り巻く状況もまた新しい展開が始まって、例えば焼却工場を当初は作ると言っ

ていたのを区長会では取りやめるという形で、これは区民の方の関心が非常に

強い。前に区民、市民運動の方がこの問題について「とことん討論会」を行っ

たり、私もアドバイザーに加えて出させていただいているのですが、非常に関

心を強くもっています。具体的な問題として、そのようなものがこの競争と協

調とか、受益と負担、このような具体例としてすごく重要な問題ではないかと

思いまして、是非そのような問題も小委員会等で議論していただければと考え

ております。 

 

○会長 ありがとうございました。他にございませんでしょうか。はいどうぞ。 
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○特別区制度について、これは、23 区、特別区だけにある大都市制度なのです。

非常に特異です。しかも、昭和 18 年でございますか、戦時体制の一環として出

てきたのです。そういう経過もございます。 

 しかし、特別区制度に対する理解というか、関心というか、非常に薄いとい

わざるを得ない。国の方では全然都区制度の問題について触れていないという

ことに対して、残念だということのお話がありましたが、私も同感です。マス

コミも、これについて関心を持つということはなかなか難しいので、マスコミ

もあんまり質問しない。特別区制度の話を勉強しようなんていう人はあんまり

いませんので、なかなか難しいと思うのですが。ともかくとして、今までの反

省を込めて、積極的に、特別区制度についての発信をしていくことは、非常に

大事だと思うのです。なるべく公開の方向で、特にマスコミに対して発信をす

るようなことで、先生方のご努力で、特別区制度に対する関心と興味というの

を出来るだけ深めていただくように運用していただきたい。 

 

○会長 お一人ずつ自己紹介も兼ねてお願いいたします。 

 

○専門は、行政法です。行政法の中でも地方分権の話が一つのトピックである

のですけれども、大変大きなテーマでございまして、私もその一環で関心を持っ

て勉強させていただきたい。特に国の法令との関係で条例の問題に関心を持っ

ているところです。 

実は地方分権の話を少し勉強していましたときに、私もこの話をいただいて、

うっかりしていたなあ。23 区って、そういえばあったなあと。私自身も区民で

ございまして、豊島区には職場がございますし、学生時代にも区に住んでいま

した。申し訳ないのですけれども、何かこうエアポケットのように、23 区の話

というのが抜けていることに気がつきまして、こんなに広大な領域にしかも自

治体としては非常に充実した形で存在しているのに、全然自分が関心を持って

いなかったということに、正直申し上げまして衝撃を受けまして、大変貴重な

刺激を与えていただいているのではないかと思っております。 

 ただ、23 区に関しては、調査研究対象項目の例示を見ましても非常にアンビ

バレントで、大都市の中で 23 区が存在していて、何か一緒にみんなで東京都と

してやりたいのか、それとも個別的になっていきたいのかというあたり、非常

にアンビバレントである。そこがちょっと分かりにくいところなのかと思って

います。私自身も、個人レベルでも、自分が区民としてだいたい８、９年くら

い住んでいますけれども、どのくらい区民と思っているのか、はなはだ自分で

も分からないところがありまして、なんとなく最近は港区がお洒落なので、港

区に住めたらいいと思っているのですが。非常に面白いというか、興味深い、
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そして、良くも悪くも日本の中心の所であろうかと思いますので、今後、特に

区長さんたちがどのようにお考えになっておられるのか、大変関心のあるとこ

ろでありますので、ご教授いただきながら検討させていただきたいと思ってお

ります。 

 

○自己紹介を兼ねてということでございますので、もともと自治省の職員でご

ざいまして、いくつかの県の勤務を経て、平成の５年から８年まで約３年間、

東京都にお世話になっておりました。今日ご出席の、藤澤先生とかですね、高

野先生とか、中山さんは当時幹部でございました。懐かしく思っております。

それよりもっと前は区に住んでおりまして、今はちょっと横浜市民になってお

りますが、東京都 23 区に大変お世話になったわけでございます。 

私の行政経験からいって、県があって県庁所在地があって、市町村があって

というところの、いわば県行政、市町村行政、その調整といった仕事が長かっ

たものですから、東京都にお世話になって、特に財務局の主計部長をやらせて

いただいたんですが、正直申し上げまして 23 区と都、それから多摩と島嶼部を

含めて、いわゆる市町村と都の関係は、頭の中に入れるのがずいぶん時間がか

かりました。それだけ特異な制度であるということです。例えば、地方の県庁

所在地に行けば、水道、上水道の水源をどのように確保するか、だんだん最近

は上水供給事業として県が乗り出して、今から 20 年位前に県が乗り出してきて

いるが、下水道の終末処理をどうするのか。これも同時に上下水道で県が乗り

出してきていて、いずれにしても県庁所在地の中心地は水道、下水道、それか

らごみ、これ以外にももちろんあるのですが、そういった住民生活の最も基礎

的なインフラ整備に随分財源と人力を使ってきているというのが実態です。そ

ういう中で、23 区を振り返ってみて、申し上げた３つは、恐らく今まで関係な

かっただろうというところですね。自治というものは、やはり権限と財源の無

いところに自治は無いわけでありまして、そんな感じの当時東京都にお世話に

なっておりまして、その中で財務局にいた関係上、23 区と東京都が財源を奪い

合う時の東京都の立場でやっていたということです。 

 この調査会では、実際の行政ではこういう場面もありますよね、そういうこ

とを少しばかりご披露するために私が任命されたのではないかと、そんな役割

を感じております。どうぞよろしくお願いします。 

 

○元をただすと５年前まで、東京都の大田区役所の職員でありまして、職員だっ

たころは結構、私も元気が良くて、特別区制度については「特例」市構想を実

現せんと、基本としてあるべきだと思っていた訳であります。今５年間ほど福

島にいますと、若干考え方が変わりまして、客観的に見えるというのですか、
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相対的に特別区のことを見ることができるようになっているのかなという気は

いたします。その中で委員に選んでいただきまして大変光栄でございます。何

かお役に立てればと思っております。よろしくお願いします。 

 

○今まで都区制度の関係について、都庁の比較的若い職員の方々と研究会など

をやってきておりましてそういう意味では、利益相反的なところも無いわけで

はないのですけれども。そういうこととは特に関係なくいろいろ勉強してきた

中で、特別区のあり方といいますか、都区関係のあり方、誤解を恐れずに言え

ばですが、異常なあり方といいますか、理事長からのごあいさつにありました

ように、成り立ちとかですね、そういうものを考えてみて、現行制度をちょっ

と突き放して見ていく必要があるのかなと。例えば大都市行政の一体性とか統

一性というような事柄にしてもそうですし、基礎的な、平成 12 年に基礎的な自

治体として位置づけられたわけですが、それまで市町村、いわゆるその全国的

な市町村で言われる基礎的な自治体と同じように、特別区というものを位置づ

けることになるのか、特別区における基礎的な自治体とはどういうことなのか、

こういった点も含めて、方向的に考える必要があるのかなと最近考えておりま

す。また、都区財調につきまして非常に精緻で成熟した、ある意味で非常に完

成度の高い仕組みだと思う一方で、煮詰まってきた感もあるというのが私の印

象としてありまして、だからどうしようって案も立てられる段階ではないので

すけれども、そういったことも含めて、都区制度について根本的にいろいろ考

えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

○今こちらの席に着きましたところ、目の前に大量の資料があって、勉強せい

よということかなということで、重くこの任務を受け止めた次第です。 

 私は、23 区との関わりということで申しますと、これまで引越しマニアでし

たが、あちこちの区に住んだことがございまして今も区に居を構えています。

勤務先も千代田区内でございましていろいろな区に何らかの形で関わっている

のかなと思います。今たまたま居を構えている所が、道路を挟んで目の前がも

う隣の区でして、正に区境でございます。ごみの収集日が道路のこちらと向か

いで違うということで、それぞれお向い毎に、なんか週５回位もごみ収集が来

ていいわね、みたいな事で、そういう所もあるようでございますけれども、そ

ういう状況も見ながら、特別区のあり方ということに関して、今回こういう役

をいただきましたので、考えていかなければいけないのかと考えながら参りま

した。 

恐らく私に課せられた課題というのは、その財政という立場から特別区の財

政調整制度をはじめとして特別区の財政のあり方について考えるようにという
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ことなのではないかと思っております。謙虚に受け止めて、一から勉強させて

いただきたいと思っておりますが、今の実感といたしましては、都区財調の問

題はあるにせよ、特別区全体を全国の他の自治体から見ると、財政状況はやっ

ぱりずいぶん恵まれているなあというのが私の実感でして、その辺りのことに

関してもいろいろと議論があると思いますので、大都市ならではの財政需要み

たいなものをどのように見ながら、特別区ならではの課題というものがあるの

かということを、今回、勉強させていただきたいと思っています。どうぞよろ

しくお願い申し上げます。 

 

○先ほど、お話があったことについて、私なりの理解の仕方というものをお話

ししますと、平成 12 年度４月の制度改革ですが、一応特別区が普通地方公共団

体になりたいという希望があったのですけれども、それを拒否されたというよ

うに理解していいのではないかと。だから、特別区の今後のあり方について、

そのような地方公共団体にしてもらいたい、なりたいというのが、区長の考え

方ではないだろうかと思うのです。私、先ほどの発言を、だからこそそうであ

るからには余程の覚悟が無いといけないよというように、そうであればもっと

厳しく覚悟していなければいけない、その覚悟があるのですかという受け止め

方をしたのです。いずれにいたしましてもこれは前からのテーマだと思います

けれども、普通地方公共団体になることを拒否された、もう一歩、前進してそ

のように取り扱ってもらいたい、それが可能であるのかないのか、やっぱり調

査会のひとつのテーマとして、どうなんだということを議論してもらいたいと

いう願いは区長さんにあると思うのです。 

 

○いま、そういうご発言がございましたが、かつて自治省の財政局長に３回ほ

どお邪魔しまして十数時間議論しました。その結論から申し上げますと、特別

区は何を言っとるかと。地方交付税の個別適用になれなければ普通地方公共団

体になれっこないと。こちらが持って行った案は、東京都が当時都制度調査会

で作った案で、区側の方もそれを受けてやったのですけれども、23 区一本で地

方交付税の対象としてみてくれと言うことを申し上げたのですが、全然相手に

されない。それで、普通地方公共団体というのは取り下げて、基礎的地方公共

団体にする以外ないということで、東京都と相談いたしまして、区長会もそれ

を了承しました。基礎というのがまた大変でして、基礎とは何かということに

なりまして、当時の自治法の２条の４項と６項に書いてある基礎的自治体と広

域自治体ということがありますが、自治省の当時の行政局長が、普通地方公共

団体だってなれないのに基礎的地方公共団体なんてなれっこないだろうと言っ

ていたんですが、結局、都と区の事務の役割分担を明確にすれば、基礎的自治
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体にしてもいいということになりました。これは、今回の自治法の中にそれぞ

れ規定されているんです。残念ながら、財源配分を行うための役割分担が明確

になっていない。これは当面、助役会でご検討中だそうでございまして、18 年

度までに結論がでるということですから、この調査会の関係する範囲ではない

と考えております。 

 

○会長 面白い議論になりそうな気配でございますので、いろいろ、また、議

論させていただきたいと思います。 

今日最後に次回の日程についてご相談したいと思います。ここで皆様方に表

をお配りして都合のよい日を書いていただき、11 月と 12 月の１回ずつ開催する

ということで、できれば日にちを決めておきたいと思っております。これを各

メンバーの方に書いていただいて、多くの方が出席いただける日を事務方で集

計して決めさせていただきたいと存じます。 

これで第一回目の調査会を閉めさせていただきます。 

 

（日程調整の結果、次回以降の日程は、11 月 13 日㈭及び 12 月 17 日㈬とし、時

間はそれぞれ 18 時以降とすることが決定された。） 
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